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静岡県初の「ゾーン３０プラス」の整備について 

～沼津市 花園町地区～ 

１．公表概要 

警察庁交通局と国土交通省道路局では、令和３年８月より、両者の連携のもと、最高速度

30km/h の区域規制と物理的デバイスの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする

区域を「ゾーン３０プラス」として設定し、生活道路における人優先の安全・安心な通行空

間の整備の更なる推進を図ることとしています。 

以前からゾーン３０に指定して生活道路における安全・安心な通行空間の整備を推進し

てきた「沼津市 花園町地区」において、静岡県警察、中部地方整備局、静岡県、及び関係

市町等で構成する静岡県道路交通環境安全推進連絡会議において当該エリアの人中心の交

通安全の観点から有識者を交えた合同現地点検や議論を行った結果を踏まえ、今回静岡県初

の「ゾーン３０プラス」として、静岡県警察と沼津市が連携して更なる整備を推進すること

としましたのでお知らせします。 

また、「ゾーン３０プラス」の看板、路面表示を以下の日時に設置、現地確認します。 

※なお、取材される場合には、令和４年１月３１日（月）までにお問い合わせ先へ連絡を下さい

２．配付資料：別紙-１、別紙-２ 

３．設置日時：令和４年２月１日（火）  ９：００ 

  現地確認：令和４年２月１日（火） １５：００ 

（悪天候の場合は、令和４年２月２日（水）に変更します。） 

４．配 布 先：静岡県政記者クラブ、沼津記者会 

５．お問い合わせ先： 
〈整備エリア、設置工事について〉 

静岡県警察本部 交通部交通規制課 

TEL 054-271-0110 

静岡県沼津警察署 交通第一課 

 TEL 055-952-0110 

  沼津市役所 建設部道路管理課 

TEL 055-934-2532 

〈静岡県道路交通環境安全推進連絡会議、生活道路の施策に関すること〉 

国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所 副所長(道路) 小川
お が わ

 喜
よし

睦
ちか

 

 道路管理課長 小松
こ ま つ

 重成
しげなり

 

TEL 055-934-2006 

国土交通省中部地方整備局 
沼 津 河 川 国 道 事 務 所 

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ７ 日 

静 岡 県 警 察 
沼 津 市 役 所 

 

警察庁交通局と国土交通省道路局では、生活道路における人優先の安全・安心な通行空

間の整備の更なる推進を図る「ゾーン３０プラス」に取り組んでいます。 

このたび、「沼津市 花園町地区」を静岡県初の「ゾーン３０プラス」として、静岡県

警察と沼津市が連携して更なる整備を推進することとしました。 
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別紙-1 

 

○位置図・主な対策の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○分析区間における 30km/hを超過する車両の割合の変化 

 

北進方向 南進方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：ETC2.0プローブ情報 
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1 

246 

対策前 ：H29.4～5（平日） 
ハンプ➋実施後 ：R 元.4～5（平日） 
ハンプ➋➍実施後 ：R3.4～5（平日） 
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大塚地区

花園町地区

下香貫地区

大岡自由ヶ丘地区

●沼津市内ゾーン30指定箇所

ゾーン30

ゾーン30プラス

末広町地区

庄栄町地区

別紙-2

大塚地区におけるスムーズ横断歩道の社会実験風景
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沼津市生活道路対策（花園町・宮前地区）
対策実施による効果検証結果の報告

国土交通省 中部地方整備局
沼津河川国道事務所
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■対象エリアの概要（取組状況）

地区の取組概要を以下に示す。

平成28年度 ・ゾーン30に指定（12月）

平成29年度 ・花園町地区協議会の開催
（以降、毎年1回の開催）

令和2年度 ・ハンプ設置（6月）
・合同現地踏査の実施（11月）
・静岡県道路交通環境安全推進連絡会議
（書面開催）にて効果検証等を報告（3月）

沼津市花園地区

■対象エリアの概要（取組状況）

■対象エリア内の状況写真

国交省
沼津河川国道事務所

沼津市道路管理課静岡県警察

花園町

要望を受けて
対策実施の協議

地区内の交通安全性を
高めるために市へ要望

凡例

対策エリア

エリアの外枠で、
エリアに含まれない道路

エリア内にある幹線道路

通学路

ゾーン３０

１．実施した対策内容・時期

緑ヶ丘
宮前町

花園町
共栄町
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課題：事故多発交差点
速度超度

検討事項：ハンプ設置
（R2.6.15完成）
歩道整備
（R2.6.9完成）

課題：視野性が悪い
検討事項：植栽の伐採

※施工後の写真：21年8月20日撮影

課題：出会い頭の衝突事故
実施済対策：路側帯の拡幅

（H29年度施工済）

課題：一時停止違反多数 速度超度
検討事項：区間線引き直し（H29年度施工済）

歩道整備（H29年度施工済）
ハンプ設置（R3.1月 設置）

課題：歩行者の通行スペースが狭い
検討事項：歩行空間整備

（H30年度施工済）

➂

④

①

②

④

路側帯の設置（R3.2 設置）

緑ヶ丘

１．実施した対策内容・時期

3．施工後：ハンプ（4方向）

2．施工後：外側線引き直し

4．施工後：ハンプ（4方向）

5．施工後：外側線引き直し

生活道路対策（花園町地区：宮前町自治会）

１.施工後：ハンプ
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課題：走行速度が速い
検討内容：区間線の引き直し（H30年度施工済）

歩行空間の整備（H30年度施工済）

課題：走行速度が速い
検討内容：区間線の引き直し

（H30年度施工済）
狭窄等物理的対策
（H30年度施工済）

課題：歩行者の通行スペースが狭い
検討内容：歩行空間整備（R2.6.9完成）

課題：通勤時の抜け道利用が多い
検討内容：歩行空間整備（H29年度施工済）

一方通行化（時間規制：R3以降）

➂

④

①

②

※４区間

１．実施した対策内容・時期

２．施工後
：側溝蓋、外側線（区間全体）

１、施工後
：側溝蓋、外側線（区間全体）

３．施工後：側溝蓋（区間全体）

４．施工後：側溝蓋

⑤施工後：側溝蓋（区間全体）

※施工後の写真：20月9月30日撮影

生活道路対策（花園町地区：宮前町自治会）

路側帯の設置
（H29 設置）

花園町

共栄町
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２．事故発生状況（対策前）
• H26事故発生状況（R1沼津市協議会資料より）
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３．事故発生状況（対策直前）
• 対策直前（H31・R1年）の事故発生状況を確認すると、エリア内で７件の事故が発生。
• うち、ハンプ設置区間の路線で車両相互の事故が２件発生。
• 自転車事故が２件、歩行者事故が１件となっている。

【交通事故データ】H31.1～R1.12

【対策前】
ハンプ設置区間で

車両相互の事故が発生

エリア内の対策未実施箇所で
事故が１件ずつ発生

凡例

■事故発生状況(H31)
生活道路対策内容(花園町地区)

評価区間Ⅱ

課題：歩行者の通行スペースが狭い
検討内容：歩行空間整備(R2.6.9完成)

課題：事故多発交差点、速度超過
検討事項：ハンプ設置(R2.6.15完成)

歩道整備(R2.6.9完成)

評価区間Ⅰ

課題：一時停止違反多数、速度超過
検討事項：ハンプ設置(R3.1月予定)

Ｒ2.8.28作成

対策内容

緑ヶ丘
宮前町花園町

共栄町
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４．対策効果評価 （１）急減速発生状況
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■花園地区における急減速回数減少効果

・ETC2.0プローブ情報による急減速発生回数は、減少傾向。
・急減速の発生割合の変化をみると、ハンプを設置した（市）3094号線では対策後②で
ー0.5G～ー１Gの発生割合が大きく減少。対策実施の効果が発現。

区間① 区間② 区間③

（対策前）H29年4、5月平日（対策後①）R元年4、5月平日（対策後②）R3年4、5月平日

急減速の度合が
大きい割合が減少

凡例

50回/百台㎞以上減少

50～10回/百台㎞減少

±10回/百台㎞

10～50回/百台㎞増加

50回/百台㎞以上増加

区間②

区間➂

区間①

緑ヶ丘
宮前町

花園町
共栄町

50.0%

80.0% 75.0%

0.0%

20.0%

0.0%50.0%

0.0%

25.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

対策前

(n=2)

対策後①

(n=5)

対策後②

(n=3)

-0.5G～-1G

-0.4G～-0.5G

-0.3G～-0.4G

区間①走行状況（北進走行）
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４．対策効果評価 （２）走行速度抑制効果①
• 旅行速度の変化についてみると、ハンプを設置した宮前町側では旅行速度が抑制。特にハン
プを設置した（市）3094号線は速度の抑制効果あり。

• 花園町側は南北の路線で速度の低下がみられているが、東西の方向で速度が悪化する路線
が散見。

凡例 旅行速度差分（平日）
【対策後－対策前】

:-10㎞/h 以下
:-10～-0.1㎞/h
:0㎞/h
:0.1～10㎞/h
:10㎞/h 以上

出典：ETC2.0プローブ情報
（対策前）H29年4、5月平日
（対策後①）R元年4、5月平日
（対策後②）R3年4、5月平日

■旅行速度差分図（対策後-対策前 昼間12時間平均） ※100km/h以上のサンプルは除外
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• 30km/h以上超過車両の割合は、北行で4.3%の減少、南行で4.2%の減少と速度規制以上で走
行する車両の割合が減少。

凡例 旅行速度差分（平日）
【対策後－対策前】

:-10㎞/h 以下
:-10～-0.1㎞/h
:0㎞/h
:0.1～10㎞/h
:10㎞/h 以上

（対策前）H29年4、5月平日（対策後①）R元年4、5月平日（対策後②）R3年4、5月平日 区間②、区間③はサンプル数が十分でないため評価は除外。

■旅行速度差分図（対策後-対策前 昼間12時間平均）

30km/h以上超過車両の割合：区間①（区間を一気通貫する車両のみを対象）

区間②

区間➂

区間①

11.6% 10.9%
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0.0%
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対策前 対策後① 対策後②

7.5%
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3.3%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

対策前 対策後① 対策後②

出典：ETC2.0プローブ情報
※100km/h以上のサンプルは除外

北行 南行

４．対策効果評価 （２）走行速度抑制効果②

緑ヶ丘
宮前町

花園町
共栄町
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沼津市花園地区

■花園地区における対策効果のまとめ

＜急減速急減速回数減少効果＞
○ハンプを設置した（市）3094号線では
対策後②でー0.5G～ー１Gの発生割合
が大きく減少。

＜走行速度抑制効果＞
○ハンプを設置した（市）3094号線では
平均旅行速度及び30km/h超過車両
の割合が減少。

ハンプの設置やその他対策により、花園地区
内の交通安全が向上。
今後も引き続き、花園地区内の事故発生
状況や交通状況をモニタリングし、必要に応じ
て対策を実施。

■今後実施予定の対策

凡例

対策エリア

エリアの外枠で、
エリアに含まれない道路

エリア内にある幹線道路

通学路

ゾーン３０

ハンプ設置

○今後は、路側帯整備、令和４年度（予定）にはハンプ設置を行い
さらに、地区内の交通安全を向上させる。

６．まとめと今後の対策予定

ハンプ設置予定箇所
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参考：登録エリア（沼津市花園町地区：効果評価エリア）

【静岡県沼津市花園町地区】
ぬまづ はなぞのちょう

凡例

対策エリア

エリアの外枠で、
エリアに含まれない道路

エリア内にある幹線道路

通学路

ゾーン３０

緑ヶ丘
宮前町

花園町
共栄町
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沼 建 管 第 175 号 

令和３年 12 月９日 

国土交通省 中部地方整備局 

道路部長 殿 

申請者 沼津市 建設部長  

（公 印 省 略） 

「ゾーン 30 プラス」の整備計画の策定について（報告） 

「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン 30 プラス」の推進につ

いて」（令和３年９月２日付け国部整道地第３号）に基づき、整備計画を報告し

ます。 

以上 
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「ゾーン３０プラス」整備計画

別紙　整備計画図のとおり

R4. 1

【短期対策】

No 実施 箇所数

1 市 3 R4. 4 R5. 3

2 市 19 R4. 5 R5. 3

3 市 4 R4. 7 R5. 3

4 市 2

5 市 6 R4. 1 R4. 6

6 市 6 R4. 1 R4. 6

7 市 13 R4. 1 R4. 12

8 市 13 R4. 1 R4. 12

9 警 19 R4. 1 R4. 12

10 警 25 R4. 1 R4. 12

11 警 1

12 警 18 R4. 1 R4. 1

13 警 4 R4. 1 R4. 1

14 警 5 R4. 1 R4. 1

15 警 区域内 R4. 1 R4. 1

16 警 区域内 R4. 1 R4. 1

【中長期対策】

No 実施 箇所数

【路線等における対策 注1】

No 実施 箇所数

17 市 1 R4. 1 R7. 3

実施済 実施済

実施済 実施済

推進体制・構成メンバー

花園町 ＜推進体制＞
沼津市生活道路対策協議会
※既存の組織を活用

＜構成メンバー＞
・沼津警察署
・沼津河川国道事務所
・静岡県沼津土木事務所
・沼津市
・沼津市教育委員会
・花園町自治会
・宮前町自治会

対策着手（予定）時期 対策完了（予定）時期

交差点ハンプ

管理番号 都道府県名 市町村名 地区名 整備計画作成年月

歩行者溜り確保（ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ設置） 全て合意済

2087 静岡県 沼津市

全て合意済

歩行空間整備（蓋掛け） 全て合意済

区画線設置 全て合意済

対策内容 地元の合意状況

ゾーン30プラス看板 全て合意済
ゾーン30プラス路面表示（法定外表示） 全て合意済

ゾーン30プラス看板 全て合意済
ゾーン30プラス路面表示（法定外表示） 全て合意済

30km/h規制（標識） 全て合意済

30km/h規制（路面標示） 全て合意済

一方通行規制（標識） 全て合意済

一停標識板更新（超高輝度） 全て合意済

横断標識板更新（超高輝度） 全て合意済
横断歩道標示塗替え（高輝度） 全て合意済

交通違反取締 全て合意済

パトロール 全て合意済

対策完了（予定）時期対策内容 地元の合意状況 対策着手（予定）時期

対策内容 地元の合意状況 対策着手（予定）時期 対策完了（予定）時期

自転車通行帯整備 全て合意済

注１：「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」について」（令和3年8月付け警察庁交通局、国交省道路局）の
　　　 「７　留意事項 　(4)」に該当する対策

整備区域（ゾーン３０プラス）

整備区域に含まれない

外周道路

通学路

凡例

凡例
対策完了

対策中

対策予定

提出日：令和3年12月2日

沼津警察署

沼津市役所

沼津河川国道事務所

静岡県沼津土木事務所
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「ゾーン３０プラス」整備計画

整備区域（ゾーン３０プラス）

整備区域に含まれない

外周道路

通学路

凡例

凡例
対策完了

対策中

対策予定

提出日：令和3年12月2日
沼津警察署

沼津市役所

沼津河川国道事務所

静岡県沼津土木事務所

2

4

1

17～8

7～8

7～8

7～8

5～6

7～8

7～9

7～8

7～87～85～6
7～8

7～8

5～6

5～6

13

13

1313

14

14

14

12 12

12

12

12

12

12

12 12

12 12

12 12

12
7～8

12

2
7～8

12 12

2

1

9

9

9
9 9 9

9 9 9

9

9
9

9

9

10

10

10

10 10

10

10

10

10

10

10

10
10

10
10

10

10
10 10

10

10

10

9

9
9

10
14

10 5～6
14

12

9
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「ゾーン30プラス」セルフチェックシート

実施 該当なし

① 交通事故の発生状況や地域の課題を確認した。

確認日：令和３年１０月８日

相手：沼津市生活道路対策協議会

（既存の組織を活用）

②
地域の関係者等からの要望や関係部局（教育委員会等）からの意見等を

確認した。

確認日：令和３年１０月８日

相手：沼津市生活道路対策協議会

（教育委員会、自治会）

③
「地域の関係者等からの要望把握」する際に、地域住民等と十分にコ

ミュニケーションを図った。
相手：花園町自治会、宮前町自治会

④
①及び②について、「ゾーン30プラス」（候補）に関係する道路管理

者（直轄国道事務所、都道府県出先機関）に相談した。

確認日：令和３年１０月８日

相手：沼津河川国道事務所

⑤

（④の結果、助言や意見等があった場合のみ）

「ゾーン30プラス」（候補）の設定について、助言や意見等を参考に

再検討した。

➅

①及び②を踏まえ「最高速度30km/hの区域規制」の区域が適切に設定

されている。

（既にゾーン30による低速度規制が実施されている場合も区域の拡大

等の見直しについて検討した結果を反映している。又は見直しが予定さ

れている。）

⑦ ➅と「ゾーン30プラス」（候補）の区域が同じになっている。

⑧
「ゾーン30プラス（候補）の設定」する際に、地域住民等と十分にコ

ミュニケーションを図った。
相手：花園町自治会、宮前町自治会

⑨
「ゾーン30プラス」（候補）の区域内について、物理的デバイスの設

置が適切に検討され、実施され、又は実施が予定されている。

⑩

最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスの設置に加え、関係機関

等によるソフト対策（各種交通規制（大型通行禁止、一方通行）、通学

路の変更）や歩行空間の確保・明示等のハード対策による充実を検討し

た。

⑪
「ゾーン30プラス」に準じて、路線ごとの低速度規制及び物理的デバ

イスの設置も検討した。

⑫
整備計画（案）の検討・作成の際に、地域住民等と十分にコミュニケー

ションを図った。
相手：花園町自治会、宮前町自治会

⑬
直轄国道事務所（安推連事務局）を通じて「セルフチェックシート」及

び「整備計画（案）」を整備局等へ参考送付する。
⑰にて提出

⑭ 整備計画（案）を安推連に報告した。
確認日：令和３年度１２月９日

相手：静岡県安推連

⑮
（⑭の結果、意見等があった場合のみ）

整備計画（案）について、安推連の意見等を踏まえ作成した。

整備計画（案）

に係る地域住民

等との合意形成

⑯
「ゾーン30プラス」整備計画（案）について、地域住民等との合意形

成が図られている。

「ゾーン30プラ

ス」整備計画の

策定

⑰ 整備局等へ整備計画（案）のセルフチェックシートを提出した。

注１）チェック欄については、ほぼ全て「実施」にチェックが入ることを想定しているが、「該当なし」にチェックした場合、その理由や状況等を備考欄に記載すること。

注２）備考欄については、「実施」にチェックした根拠を記載してもよい。

整備計画（案）

の検討・作成

整備計画を整備

局等へ報告する

前

チェック日

R２.１２.９

整備計画（案）

の検討・作成

整備計画（案）

を安推連等へ報

告する前

チェック日

R○.○.○

「ゾーン30プラ

ス」（候補）の

設定

チェック時期 取組内容 チェック項目 備考

記入者　西山　映

所属　　沼津市役所　建設部　道路管理課

氏名　　長嶋　晃令

連絡先　電話：055-934-4790

　　mail：doukan@city.numazu.lg.jp

チェック

様式１

「該当なし」にチェックした場合、
その理由や状況等を備考欄に記載す
ること。
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03 静建道道保第 2448 号 
令 和 ４ 年 ２ 月 14 日 

国土交通省 中部地方整備局 

道路部長  殿 

静岡市長 田辺 信宏 

（建設局道路部道路保全課） 

「ゾーン 30プラス」の整備計画の策定について（報告） 

 「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン 30プラス」の推進について」

（令和３年９月２日付け国部整道地第３号）に基づき、整備計画を報告します。 

以上 
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「ゾーン３０プラス」整備計画

R4. 2

【短期対策】

No 箇所数

1 1 H29. 9 H30. 1

2 3 R1. 6 R3. 6

3 5 H30. 4 H30. 4

4 11 H28. 2 H28. 2

5 13 H30. 1 H30. 1

6 7 R4. 3 R4. 3

7 6 R4. 3 R4. 3

8 2 R3. 8 R3. 8

9 3 H30. 4 H30. 4

10 区域内 R3. 6 R3. 6

11 区域内 R4. 1 R4. 1

【中長期対策】

No 箇所数

【路線等における対策 注1】

No 箇所数

注１：「生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」について」（令和3年8月付け警察庁交通局、国交省道路局）の
 「７　留意事項 　(4)」に該当する対策

ゾーン30プラス路面表示（法定外表示） 全て合意済

対策着手（予定）時期 対策完了（予定）時期対策内容 地元の合意状況

対策完了（予定）時期対策内容 地元の合意状況 対策着手（予定）時期

交通違反取締 全て合意済

ポストコーン設置 全て合意済

外側線設置 全て合意済

登下校指導 全て合意済

全て合意済

30km/h規制（路面標示） 全て合意済

ゾーン30プラス看板 全て合意済

清水区鶴舞町地区 ＜推進体制＞
静岡市入江地区生活道路安
全対策協議会

＜構成メンバー＞
・静岡市役所
・静岡国道事務所
・静岡県県警本部
・静岡県清水警察署
・静岡市教育委員会
・清水区入江地区連合自治会
・学校法人めぐみ幼稚園
・学校法人さくら学園
・静岡市立入江こども園
・社会福祉法人杉の子保育園
・宗教法人南清龍愛児園
＜アドバイザー＞
・埼玉大学院　小嶋文准教授

対策内容 地元の合意状況 対策着手（予定）時期 対策完了（予定）時期

ハンプ

30km/h規制（標識） 全て合意済

62-1 静岡県 静岡市

全て合意済

スムーズ横断歩道 全て合意済

カラー舗装化

管理番号 都道府県名 市町村名 地区名 整備計画作成年月 推進体制・構成メンバー

整備区域（ゾーン３０プラス）

整備区域に含まれない

外周道路

通学路

凡例

1

3

凡例
対策完了

対策中

対策予定

提出日：令和４年２月１４

日

静岡市役所

2

2

2

33
3

3

4～5

8

8

9

9

9

6～７

6～７

4
5

5

5

6

20



「ゾーン30プラス」セルフチェックシート

実施 該当なし

① 交通事故の発生状況や地域の課題を確認した。
確認日：平成29年６月
相手：静岡市入江地区生活道路安全対策協
議会

②
地域の関係者等からの要望や関係部局（教育委員会等）からの意見等を
確認した。

確認日：平成29年６月
相手：静岡市教育委員会

③
「地域の関係者等からの要望把握」する際に、地域住民等と十分にコ
ミュニケーションを図った。

相手：清水区入江地区連合自治会

④
①及び②について、「ゾーン30プラス」（候補）に関係する道路管理
者（直轄国道事務所、都道府県出先機関）に相談した。

確認日：令和３年12月13日
相手：静岡国道事務所

⑤
（④の結果、助言や意見等があった場合のみ）
「ゾーン30プラス」（候補）の設定について、助言や意見等を参考に
再検討した。

➅

①及び②を踏まえ「最高速度30km/hの区域規制」の区域が適切に設定
されている。
（既にゾーン30による低速度規制が実施されている場合も区域の拡大
等の見直しについて検討した結果を反映している。又は見直しが予定さ
れている。）

⑦ ➅と「ゾーン30プラス」（候補）の区域が同じになっている。

⑧
「ゾーン30プラス（候補）の設定」する際に、地域住民等と十分にコ
ミュニケーションを図った。

相手：清水区入江地区連合自治会

⑨
「ゾーン30プラス」（候補）の区域内について、物理的デバイスの設
置が適切に検討され、実施され、又は実施が予定されている。

⑩

最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスの設置に加え、関係機関
等によるソフト対策（各種交通規制（大型通行禁止、一方通行）、通学
路の変更）や歩行空間の確保・明示等のハード対策による充実を検討し
た。

⑪
「ゾーン30プラス」に準じて、路線ごとの低速度規制及び物理的デバ
イスの設置も検討した。

⑫
整備計画（案）の検討・作成の際に、地域住民等と十分にコミュニケー
ションを図った。

相手：清水区入江地区連合自治会

⑬
直轄国道事務所（安推連事務局）を通じて「セルフチェックシート」及
び「整備計画（案）」を整備局等へ参考送付する。

⑭ 整備計画（案）を安推連に報告した。
確認日：令和４年２月14日
相手：静岡県道路交通環境安推連

⑮
（⑭の結果、意見等があった場合のみ）
整備計画（案）について、安推連の意見等を踏まえ作成した。

整備計画（案）
に係る地域住民
等との合意形成

⑯
「ゾーン30プラス」整備計画（案）について、地域住民等との合意形
成が図られている。

「ゾーン30プラ
ス」整備計画の
策定

⑰ 整備局等へ整備計画（案）のセルフチェックシートを提出した。

チェック時期 取組内容 チェック項目 備考

記入者
所属　　静岡市役所　建設局　道路部　道路保全課
氏名　　渡邉　康一
連絡先　電話：054-221-1284

　mail：doro-hzn@city.shizuoka.lg.jp

チェック

注１）チェック欄については、ほぼ全て「実施」にチェックが入ることを想定しているが、「該当なし」にチェックした場合、その理由や状況等を備考欄に記載すること。
注２）備考欄については、「実施」にチェックした根拠を記載してもよい。

整備計画（案）
の検討・作成

整備計画を整備
局等へ報告する
前

チェック日
R４.２.14

整備計画（案）
の検討・作成

整備計画（案）
を安推連等へ報
告する前

チェック日
R４.１.21

「ゾーン30プラ
ス」（候補）の
設定

様式１

「 該当なし 」 にチェ ッ クした場合、
その理由や状況等を備考欄に記載す
ること 。
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「ゾーン30プラス」セルフチェックシート

実施 該当なし

① 交通事故の発生状況や地域の課題を確認した。

確認日：令和３年１０月８日

相手：沼津市生活道路対策協議会

　　　（既存の組織を活用）

②
地域の関係者等からの要望や関係部局（教育委員会等）からの意見等を

確認した。

確認日：令和３年１０月８日

相手：沼津市生活道路対策協議会

　　　（教育委員会、自治会）

③
「地域の関係者等からの要望把握」する際に、地域住民等と十分にコ

ミュニケーションを図った。
相手：花園町自治会、宮前町自治会

④
①及び②について、「ゾーン30プラス」（候補）に関係する道路管理

者（直轄国道事務所、都道府県出先機関）に相談した。

確認日：令和３年１０月８日

相手：沼津河川国道事務所

⑤

（④の結果、助言や意見等があった場合のみ）

「ゾーン30プラス」（候補）の設定について、助言や意見等を参考に

再検討した。

➅

①及び②を踏まえ「最高速度30km/hの区域規制」の区域が適切に設定

されている。

（既にゾーン30による低速度規制が実施されている場合も区域の拡大

等の見直しについて検討した結果を反映している。又は見直しが予定さ

れている。）

⑦ ➅と「ゾーン30プラス」（候補）の区域が同じになっている。

⑧
「ゾーン30プラス（候補）の設定」する際に、地域住民等と十分にコ

ミュニケーションを図った。
相手：花園町自治会、宮前町自治会

⑨
「ゾーン30プラス」（候補）の区域内について、物理的デバイスの設

置が適切に検討され、実施され、又は実施が予定されている。

⑩

最高速度30km/hの区域規制と物理的デバイスの設置に加え、関係機関

等によるソフト対策（各種交通規制（大型通行禁止、一方通行）、通学

路の変更）や歩行空間の確保・明示等のハード対策による充実を検討し

た。

⑪
「ゾーン30プラス」に準じて、路線ごとの低速度規制及び物理的デバ

イスの設置も検討した。

⑫
整備計画（案）の検討・作成の際に、地域住民等と十分にコミュニケー

ションを図った。
相手：花園町自治会、宮前町自治会

⑬
直轄国道事務所（安推連事務局）を通じて「セルフチェックシート」及

び「整備計画（案）」を整備局等へ参考送付する。
⑰にて提出

⑭ 整備計画（案）を安推連に報告した。
確認日：令和３年度１２月９日

相手：静岡県安推連

⑮
（⑭の結果、意見等があった場合のみ）

整備計画（案）について、安推連の意見等を踏まえ作成した。

整備計画（案）

に係る地域住民

等との合意形成

⑯
「ゾーン30プラス」整備計画（案）について、地域住民等との合意形

成が図られている。

「ゾーン30プラ

ス」整備計画の

策定

⑰ 整備局等へ整備計画（案）のセルフチェックシートを提出した。

注１）チェック欄については、ほぼ全て「実施」にチェックが入ることを想定しているが、「該当なし」にチェックした場合、その理由や状況等を備考欄に記載すること。

注２）備考欄については、「実施」にチェックした根拠を記載してもよい。

整備計画（案）

の検討・作成

整備計画を整備

局等へ報告する

前

チェック日

R２.１２.９

整備計画（案）

の検討・作成

整備計画（案）

を安推連等へ報

告する前

チェック日

R○.○.○

「ゾーン30プラ

ス」（候補）の

設定

チェック時期 取組内容 チェック項目 備考

記入者　西山　映

所属　　沼津市役所　建設部　道路管理課

氏名　　長嶋　晃令

連絡先　電話：055-934-4790

　　　　mail：doukan@city.numazu.lg.jp

チェック

様式１

「該当なし」にチェックした場合、
その理由や状況等を備考欄に記載す
ること。
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